
◎運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法

律 
（平成一八年三月三一日法律第一九号）   

一、提案理由（平成一八年三月一日・衆議院国土交通委員会） 

○北側国務大臣 ただいま議題となりました運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等

の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 昨年四月の西日本旅客鉄道株式会社福知山線における列車脱線事故、三月の東武鉄道

株式会社伊勢崎線における踏切事故、また、我が国航空運送事業者における管制指示違

反等の安全上のトラブルを初めとして、最近、運輸の分野における事故、トラブルが多

発をしております。 

 これらは、運輸事業者における安全最優先の意識の形骸化、経営部門と現場間及び部

門間の意思疎通、情報共有の欠如等に起因するヒューマンエラー等が背景にあるとも言

われており、その対策とともに、あかずの踏切対策の促進や事故等の原因究明のための

国の調査機能の充実が喫緊の課題となっております。 

 このような状況を受けて、鉄道、航空、自動車、海運の各分野の運輸事業者における

輸送の安全を確保するための取り組みを強化するとともに、あわせて、踏切道の安全性

の向上、交通の円滑化や運輸の安全に関する国の組織体制を強化する必要があります。 

 このような諸課題に対応するため、このたびこの法律案を提案することとした次第で

す。 

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 

 第一に、輸送の安全の確保を法の目的として追加するとともに、輸送の安全の確保が

最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めることを運輸事業者の

責務として規定することとしております。 

 第二に、運輸事業者は、輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項

等を定めた安全管理規程を定め、国土交通大臣に届け出るとともに、安全統括管理者等

を選任しなければならないこととしております。 

 第三に、国土交通大臣は、毎年度、輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表

することとするとともに、運輸事業者は、輸送の安全にかかわる情報を公表しなければ

ならないこととしております。 

 第四に、国土交通大臣は、安全管理規程のうち輸送の安全を確保するための事業の運

営の方針に関する事項に係る報告の徴収または立入検査を適正に実施するための基本的

な方針を運輸審議会に諮り、定めることとしております。 

 第五に、国土交通大臣は、平成十八年度以降の五カ年間において改良することが必要

と認められる一定の踏切道について指定するものとするとともに、国土交通大臣が定め

る踏切道の改良の方法に歩行者等立体横断施設の整備を追加し、鉄道事業者等に対し歩

行者等立体横断施設整備計画の作成等を義務づけることとしております。 



 第六に、国土交通大臣は、鉄道事業者等に対し、踏切道の改良に関し必要な勧告及び

報告の徴収をすることができることとするとともに、いわゆる連続立体交差事業に係る

無利子貸付制度を創設することとしております。 

 第七に、海難審判庁は、審判開始の申し立てに至らなかった海難の調査結果等を踏ま

え、国土交通大臣または関係行政機関の長に対し、海難の発生の防止のため講ずべき施

策についての意見を述べることができることとしております。 

 第八に、航空・鉄道事故調査委員会は、航空・鉄道事故に伴う被害の原因を究明する

ための調査及び被害の軽減のため講ずべき施策についての国土交通大臣に対する勧告ま

たは建議を行えることとしております。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由でございます。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院国土交通委員長報告（平成一八年三月一四日） 

○林幹雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、最近の運輸分野における事故等の発生状況にかんがみ、運輸の安全性の向上

を図るため所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 

 第一に、輸送の安全の確保を法の目的として追加すること、 

 第二に、運輸事業者に対し、安全管理規程の作成及び安全統括管理者等の選任を義務

づけること、 

 第三に、平成十八年度以降の五カ年間において改良が必要と認められる踏切道の指定

をすること、 

 第四に、航空・鉄道事故調査委員会の所掌事務に被害の原因を究明するための調査を

追加すること 

などであります。 

 本案は、去る二月二十八日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員

会に付託され、三月一日北側国土交通大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。八

日質疑に入り、同日参考人からの意見聴取を行い、十日質疑を終了いたしました。 

 質疑終了後、本案に対し、民主党・無所属クラブ、日本共産党、社会民主党・市民連

合及び国民新党・日本・無所属の会から修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、

採決いたしました結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって

原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年三月一〇日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを



期すべきである。 

一 最近の公共交通機関において頻発する事故・トラブルを踏まえ、公共交通の安全対

策を総合的に推進し、更なる運輸の安全性の向上に努めること。 

二 安全管理規程の作成及び安全統括管理者等の選任その他本法律案に規定される措置

を通じ、安全管理態勢の構築及び安全風土の確立が的確に図られるよう、運輸事業者

に対し適切な指導・監督・支援を行うこと。 

三 国土交通大臣及び運輸事業者が公表する輸送の安全にかかわる情報が、利用者、住

民その他公共交通に関わる者に提供されることを通じ、運輸の安全性の向上に向け有

効に活用されるよう、環境の整備に努めること。 

四 自発的に安全報告を行う制度については、諸外国の例を参考にしつつ、今後の課題

として検討を行うこと。 

五 運輸事業分野において、これまで実施された規制緩和が運輸の安全性に与えた影響

を検証し、必要に応じ適切な措置を講ずること。 

六 ヒューマンエラー防止に向けて労働条件・労働環境の整備に資するよう、運輸事業

者に対し適切な指導・監督・支援を行うこと。 

七 ヒューマンエラー防止に向けて、航空機・船舶の製造事業者及び整備事業者に対し

て、安全情報の周知に努めること。また、我が国の領域内を航行する航空機・船舶に

関し、それらを管轄する諸外国及び国際機関と十分に連携しつつ安全性の向上に努め

ること。 

八 ヒューマンエラー防止に資する技術開発については、輸送モード横断的に連携を図

りつつ推進に努めること。 

九 運輸事業者に対する監査・検査体制及び事故等調査体制に係る国土交通省の予算及

び定員については、監査・検査・調査が円滑に実施できるよう十分確保するとともに、

ヒューマンファクターの調査も行い得るよう機能の向上に努めること。 

十 航空機の運航乗務員と管制機関がマニュアルの遵守・日頃からの情報交換に努める

ことを通じ、相互間の意思の疎通が円滑に図れるよう環境整備に努めること。 

十一 安全に関する技術継承や人材育成のための環境整備が図られるよう、運輸事業者

に対し適切な指導・監督・支援を行うこと。 

十二 運輸事業者の業務の受委託については、委託者・受託者の連携を密にするととも

に、安全上の支障を及ぼさないよう、運輸事業者に対し適切な指導・監督を行うこと。 

十三 踏切事故の防止及び交通の円滑化のための緊急的かつ重点的な踏切道の改良の実

施をするよう努めること。 

十四 航空・鉄道事故調査委員会は、委員会設置法第四条の趣旨に則り独立性を確保し、

公正中立な立場で的確に事故調査を行うこと。 

十五 今後の事故調査に当たっては、被害の状況も勘案するとともに、航空・鉄道事故

調査委員会の在り方については、諸外国の例を参考にしつつ、その体制・機能の強化、



自動車、海運を加えるなど陸・海・空にわたる業務範囲の拡大の必要性について、今

後の課題として検討を行うこと。 

十六 航空・鉄道事故調査委員会と捜査機関は、国際民間航空条約の趣旨を尊重し、事

故調査と犯罪捜査のそれぞれが適確に遂行されるよう、十分協力すること。 

十七 航空・鉄道事故調査委員会事故調査報告書を作成するに当たっては、ヒューマン

エラー再発防止の観点から幅広い調査を行い、報告書に盛り込めるよう努めること。

また、報告書の内容については、国民が有効利用するために理解しやすいものとなる

よう努めること。 

三、参議院国土交通委員長報告（平成一八年三月二九日） 

○羽田雄一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、最近の運輸分野における事故等の発生状況にかんがみ、運輸の安全性の

向上を図るため、運輸事業者に対する安全管理規程の作成及び届出の義務付け、航空・

鉄道事故調査委員会の所掌事務の追加を行うとともに、踏切道の改良に係る補助の期間

を延長する等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、経済的規制緩和が公共

交通の安全に及ぼす影響、安全統括管理者の職務遂行に向けた体制整備、航空等のトラ

ブルに係る情報公開の推進策、連続立体交差事業の促進、航空・鉄道事故調査委員会の

業務及び組織の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御

承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年三月二八日） 

 政府は、本法の施行に当たり、最近の公共交通機関において頻発する事故・トラブル

を踏まえ、公共交通の安全対策を総合的に推進し、運輸の安全性の再生・向上を図る

ため、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。 

一、安全管理態勢の構築及び安全風土の確立が早期に図られる よう、運輸事業者に対

し実効ある指導・監督・支援を行うこ と。 

  特に、安全運航の欠陥是正に係る指導、監督あるいは是正命令等の発出にもかかわ

らず、事態の改善が見られない運輸事業者に対して、その事業運営が改善されるまで

の間、国による安全対策の監視を強化することにより、厳正かつ的確な改善策が講じ

られるよう指導し、その安全性が確保されるよう監督官庁としての責任を果たすこと。 

二、国土交通大臣及び運輸事業者が公表する輸送の安全にかかわる情報が、利用者、住

民その他公共交通に関わる者に提供されることを通じ、運輸の安全性の向上に向け有



効に活用されるよう、環境の整備に努めること。 

三、運輸事業分野において実施された規制緩和が運輸の安全性に与えた影響を検証し、

必要に応じ安全確保に資する措置が迅速に講じられるようにすること。 

四、ヒューマンエラー発生の背景と指摘されているヒューマンマシンシステムを含む労

働条件・労働環境の改善、安全に関する技術継承や人材育成のための環境整備、必要

な要員の確保などが図られるよう、運輸事業者に対して継続的に指導・監督・支援を

行うこと。 

五、運輸事業者に対する監査・検査及び事故等の調査体制に係る国土交通省の予算及び

定員については、それらの業務が円滑に実施され、事故の未然防止・再発防止が確実

なものとなるよう十分確保すること。 

六、運輸事業者の業務の受委託については、委託者と受託者の密接な連携が図られるよ

うにするなど、安全上の支障を及ぼさないよう事業者を指導・監督すること。 

七、踏切道改良事業の緊急かつ重点的な推進を図るため、総点検と事業評価を行い、改

良箇所の早急な事業化に向けて地方公共団体と鉄道事業者が連携して適切な計画が策

定されるよう指導・助言するとともに、その改良見通しを公表すること。 

八、航空・鉄道事故調査委員会は、公正中立な立場で的確な事故調査を行うとともに、

事故の再発防止の観点から、ヒューマンファクター、組織上の問題等幅広く調査を行

い、事故調査報告書の作成に反映させること。また、その内容については、国民が有

効に利活用するために理解しやすいものとなるよう努めること。 

九、今後の事故調査体制の在り方について、その対象分野、体制、機能の強化等に関し、

諸外国の例を参考にしつつ、今後の課題として検討を加えること。 

  右決議する。 


